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１．はじめに

　公認会計士・監査審査会（以下、審査会）は、

2004年４月、公認会計士法に基づき、公認会計

士審査会を改組・拡充して、金融庁に設置された。

当時、米国では、エンロン事件などの会計不正事

件に対応して、企業改革法、いわゆるSOX法が制

定された。SOX法に基づき、PCAOB（注１）の設置、

内部統制報告制度の導入などの制度改革が実施さ

れたところであった。

　そこで、金融審議会・公認会計士制度部会にお

いて、米国での対応などを踏まえ、制度のあり方

について検討が行われた。検討の中で、日本公認

会計士協会（以下、協会）による品質管理レビュ

ーは、自主規制の具体化として尊重されるべきで

あるが、身内によるレビューでは監査の公平性と

信頼性の確保には限界があると指摘された。これ

を受け、行政において監視・監督の立場から、自

主規制の限界を補完する機関として、審査会は設

置された。

　審査会は、会長及び委員９名以内で構成される

合議制の機関である。会長及び委員は、衆参両議

院の同意を得て内閣総理大臣により任命され、独

立してその職権を行使する。審査会の使命は、公
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認会計士監査の品質の確保・向上を図り、その信

頼性を確保することにより、資本市場の公平性と

透明性を高めることである。また、審査会の主な

業務は、監査事務所等に対する審査、報告徴収及

び検査等（以下、審査、報告徴収及び検査等を総

称し、モニタリング）、公認会計士試験の実施、

公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議、諸

外国の関係機関との連携・協力である。

　本稿では、資本市場で開示される情報の信頼性

確保における監査の意義について概説した上で、

監査の信頼性を確保するための制度について説明

する。特に、審査会の業務の中でも監査の信頼性

確保に直接影響する監査事務所に対するモニタリ

ングを取り上げ、監査の信頼性確保における審査

会の役割について説明する。加えて、サステナビ

リティ情報開示の動向についても触れ、若干の私

見を述べる。

　なお、本稿で述べる意見等は私見であり、審査

会の見解ではない。

２．公認会計士監査の意義

　証券アナリストの方々は、有価証券報告書等の

開示書類を活用して上場会社等の分析を行い、適

切な情報発信を行うことを通し、証券の円滑な流

通や公正な価格形成、証券投資の健全化に貢献さ

れているものと拝察している。財務諸表等を含む

開示情報を分析して情報を発信する場合、開示情

報が信頼できることを前提としているのではない

だろうか。

　開示情報は上場会社等の経営者が作成する。経

営者には、場合によっては、不都合な情報は隠し

たい、状況を実際よりも良く見せたいという誘惑

が生じることもある。財務諸表等の作成・開示に

は、作成者側による会計方針の選択や会計見積も

りが必要であり、そのため、不適切な財務諸表等

の開示がなされる余地がある。

　一方で、証券アナリストを含む情報利用者は、

当該会社について経営者ほど詳細な内部情報を入

手することは困難であり、会計などについての知

識も、経営者と比較すれば十分ではない場合が多

い。情報利用者自身が財務諸表等の信頼性を確か

めることは困難な状況になる。とはいえ、情報が

信頼できなければ、適切な分析に基づく情報発信

を行うことはできず、公正な価格形成、証券投資

の健全化に貢献することはできない。その結果、

資本市場は活性化されず、会社の資金調達は滞り、

経済は停滞する状況となりかねない。

　この問題を解決するため、財務諸表等に関して

は、監査人が経営者と情報利用者の間に立ち、情

報の信頼性を確かめる監査を実施することが必要

となる。監査人が財務諸表等の信頼性を確かめ、

信頼できることを情報利用者に伝達すれば、情報

利用者は信頼して情報を利用することができる。

金融商品取引法第193条の２第１項において、有

価証券報告書等で開示される財務諸表に公認会計

士又は監査法人による監査を受けるように求める

理由である。

　この場合、情報利用者が監査を信頼できること

が、財務諸表等を信頼するために必要である。そ

こで、制度上、監査を実施するための専門的知識

や実務経験を有し、公正不偏の判断を下せる立場

にある監査人が、一般に公正妥当と認められる監

査の基準に準拠して監査を実施することを確保す

ることにより、監査の品質を確保し、監査に対す

る信頼を確保する。

（注１）　米国における監査法人の監督機関、Public Company Accounting Oversight Board（公開会社会計監
督委員会）の略称。



62� 証券アナリストジャーナル　2024.� 4

経済・産業・実務シリーズ

　金融商品取引法では、専門的知識や実務経験を

有し公正不偏の判断を下せる者が監査人となるよ

うに、監査の実施者を当該財務諸表等の作成者と

特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人に

限定している。そして、公認会計士となるには、

公認会計士試験に合格した上で業務補助や実務補

習等の一定の要件を満たし、協会に登録すること

が求められる。なお、監査法人とは、監査業務を

行う公認会計士事務所の中で、監査業務の組織的

実施を目的として、公認会計士法に基づき設立さ

れた法人である。上場会社に関しては、ほとんど

すべての場合について、監査法人が監査を担当し

ている。監査法人による監査において、監査責任

者となるのは、公認会計士である社員に限定され

る。

　次に、一般に公正妥当と認められる監査の基準

として、企業会計審議会が策定する「監査基準」

や協会が策定する「監査基準報告書」がある。公

認会計士は、監査に当たって、これらの基準に準

拠することが求められている。

　監査基準第一「監査の目的」では、監査目的を

「経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況を全ての重要な点において適正に表示している

かどうかについて、監査人が自ら入手した監査証

拠に基づいて判断した結果を意見として表明する

ことにある」と規定している。この意見表明に加

え、監査基準第四「報告基準」では、監査プロセ

スの透明性を向上させる観点から「監査上の主要

な検討事項」を記載するように求めている。また、

財務諸表とともに開示される財務諸表以外の情報

の中に財務諸表の表示等との間に重要な相違があ

るとき、監査の信頼性に疑問が生じかねないとの

観点から、「その他の記載内容」を通読し、報告

すべき内容等がある場合には、監査報告書に記載

するように求めている。加えて、情報の利用者の

理解に役立てるため、利用者の注意を喚起する必

要があると監査人が判断した場合には、会計方針

の変更、重要な偶発事象及び重要な後発事象等を

監査報告書に追記情報として記載することを求め

ている。

　適切な意見を表明し、監査基準で求められる情

報を提供することにより、財務諸表等の信頼性の

程度を明らかにすることが監査に求められること

である。これにより、情報利用者は監査に信頼を

置くことができ、財務諸表を信頼して利用するこ

とができる。

３．監査の信頼性を確保する制度

　適切な監査意見が表明され、必要な情報が提供

されるためには、公認会計士又は監査法人は、一

般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を実施しなければならない。上場会社の個別

監査業務は、直接には、各監査事務所が監査チー

ムを編成して実施する。したがって、個別監査業

務における各監査チームによる品質管理は、監査

の基準に準拠した監査の実施を確保するための第

一の防御ラインになる。

　各監査チームとその品質管理を支えるのが、監

査事務所における品質管理である。協会は、監査

事務所の品質管理が有効に機能しているかどうか

を評価するため、品質管理レビューを実施してい

る。協会の品質管理レビューの限界を補い、公的

な立場から各監査事務所における品質管理態勢の

実効性を確かめることが、審査会に課せられた役

割である。

　このように、わが国では、監査の信頼性を確保

するために、重層的に、監査の基準に準拠した監
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査の実施を確保する体制を構築している。第３章

では、個別監査業務の品質管理、監査事務所にお

ける品質管理及び協会の品質管理レビューについ

て概要を紹介し、第４章における審査会のモニタ

リングについての説明につなげる。

⑴　個別監査業務の品質管理と監査事務所の品質
管理

　監査事務所は、企業会計審議会が策定する「監

査に関する品質管理基準」及び協会が策定する「品

質管理基準委員会報告書」等に準拠して、品質管

理システムを整備・運用することが求められる。

　図表１は、品質管理態勢と個別監査業務の関係

を示している。個別監査業務は、監査契約の締結

に始まり、計画立案、手続実施（監査証拠の入手）、

監査意見形成を経て、監査報告書の発行で終了す

る。個別監査業務のプロセスに直接関係する品質

管理としては、契約リスクの評価、業務執行社員

（監査責任者）による監査補助者に対する指示・

監督や監査調書の査閲、専門的な見解の問合せ、

審査などがある。個別監査業務のプロセス以外に

関するものとしては、職業倫理及び独立性、人材

の採用、教育・訓練などがある。個別監査業務に

関しては、業務執行社員が監査事務所の方針及び

手続等に準拠して、品質管理を実行する責任を負

う。

　監査事務所は、品質管理システムが適切に機能

するよう、品質管理に関する規程の整備及び運用

や品質管理システムの監視を行うとともに、品質

管理レビューなど外部の検査等の指摘事項に対す

る改善を行う。監査事務所の最高責任者は、品質

管理システムに関する説明責任を含む最終的な責

任を負う。

　個別監査業務の品質管理は、監査事務所の品質

管理システムの中で機能する。したがって、個別

監査業務の品質管理が有効に機能し、監査の基準

に準拠した監査の実施を確保するために、監査事

務所の最高責任者は、品質管理システムの構築・

運用においてリーダーシップを発揮することが求

められる。

⑵　品質管理レビュー
　監査事務所が品質管理システムを適切に構築・

運用しているかは、協会による品質管理レビュー

により確かめられる。加えて、品質管理レビュー

は、不備が発見された場合には指摘し、改善を促

図表１　品質管理態勢と個別監査業務の関係

（出所）審査会［2023c］26ページ
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すなどの指導・監督を行い、監査品質の確保を図

ることも目的としている。

　品質管理レビューには、「通常レビュー」と「特

別レビュー」がある。通常レビューは、定期的に

（原則として３年に１度）実施するレビューであ

るのに対し、特別レビューは、監査事務所の特定

の分野又は特定の監査業務に係る品質管理システ

ムの整備・運用状況を確認するレビューである。

品質管理レビューの対象となる監査事務所は、公

認会計士法上の大会社等及び一定規模以上の信用

金庫等と監査契約を締結している監査事務所とさ

れ、上場会社の監査を実施する監査事務所は対象

となる。

　通常レビューの実施結果は、「重要な不備事項

のない実施結果」「重要な不備事項のある実施結

果」「極めて重要な不備事項のある実施結果」の

いずれかで示される。実施結果にかかわらず、改

善勧告事項がある場合には、改善勧告書を作成し

監査事務所に交付する。改善勧告書を受領した監

査事務所は、重要な不備事項等に係る改善勧告事

項に対する改善措置を記載した改善計画書を提出

し、改善に取り組むことが求められる。

　協会［2023b］（２ページ）によれば、2022年

度におけるレビュアーの人数は37人である。

2022年度における通常レビュー対象監査事務所

は216事務所、うち92事務所に対して通常レビュ

ーを実施し、89事務所（2021年度に繰り越しで

あった２事務所を含め、2023年度に繰り越しと

なった５事務所を除く）にレビュー報告書を交付

している（協会［2023a］29ページ）。そのうち、

「重要な不備事項のある実施結果」は２事務所、「極

めて重要な不備事項のある実施結果」は３事務所

で、84事務所は「重要な不備事項のない実施結果」

となっている（協会［2023a］34ページ）。

　2022年の公認会計士法改正により、監査の信

頼性を確保する観点から、上場会社等の監査を行

う監査人に対し、より高い規律づけとして法律上

の登録制（上場会社等監査人登録制度）が導入さ

れ、協会が上場会社の監査を行う監査人の「適格

性」を確認するものとされた。また、金融商品取

引法第193条の２第１項は、上場会社等について、

登録を受けた監査事務所の監査を受けるように改

正された。適格性の確認は品質管理レビューによ

って行われるので、品質管理レビューの重要性は

従来にも増して高まった。

　監査事務所の品質管理や協会の品質管理レビュ

ーについて、公益の立場からその実効性を検証す

るのが、審査会である。第４章では、審査会によ

るモニタリングについて説明する。

４．審査会のモニタリング

　公認会計士法による内閣総理大臣の権限は金融

庁長官に委任され、金融庁長官は、委任された権

限のうち、①品質管理レビューの報告の受理に関

する事務、②協会に対する報告徴収・立入検査権

限、③公認会計士、外国公認会計士又は監査法人

に対する報告徴収権限、及び④公認会計士、外国

公認会計士又は監査法人その他関係先に対する立

入検査権限を審査会に委任する（公認会計士法第

49条の４）。これらの権限のうち②③④について

は、協会の品質管理レビューの実効性を高める観

点から行われるものと位置づけられる。

　審査会は、上記の権限を行使した場合、必要が

あると認めるときは、その結果に基づき、公認会

計士等の監査業務等の適正な運営を確保するため

に行うべき行政処分等の措置について内閣総理大

臣に勧告する権限を与えられている（公認会計士

法第41条の２）。
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⑴　モニタリングの全体像
　品質管理レビューの審査、報告徴収及び検査等

を含むモニタリングの関係は、図表２のように表

すことができる。協会は品質管理レビューを実施

し、その結果を審査会に報告する（図表２①）。

審査会は報告を受け、協会の品質管理レビューの

適切性、監査事務所の監査業務の適切性について

審査する（図表２②）。審査会は、審査の結果、

必要かつ適当と認める場合には、協会や監査事務

所に対して報告徴収又は検査を行う（図表２③）。

検査等の結果、必要があると認める場合には、金

融庁長官に行政処分等の措置をとるように勧告す

る（図表２④）。

　審査会のモニタリングに関する基本的な考え方

は、各期の「監査事務所等モニタリング基本方針」

（以下、基本方針）及び各事務年度の「監査事務

所等モニタリング基本計画」（以下、基本計画）

で示される。なお、事務年度とは、７月に始まり

６月に終了する年度のことである。

　審査会は１期３年であるため、基本方針は３年

ごとに公表する。現在は第７期（2022年４月～

2025年３月）で、その基本方針は、2022年５月

20日に公表し、2023年７月14日に一部改訂した。

基本計画は、各事務年度について公表するもので、

2023事務年度（2023年７月～ 2024年６月）の

基本計画は、2023年７月14日に公表した。

　基本方針では、モニタリングの目的について、

「常に国民の視点という公益的立場に立ち、…監

査事務所自らによる監査の品質の確保・向上を継

続的に促し、資本市場における監査の信頼性の確

保を図ることを目的とする」（審査会［2023a］

２ページ）と明示している。監査品質の確保・向

上を図り、監査に対する信頼を確保しなければな

らないのは監査事務所である。したがって、モニ

タリングは監査品質の確保・向上を図るように、

監査事務所の行動を促進することを目的とする。

　次に、モニタリングの実施に当たっては、「個

別の監査意見の適否そのものを主眼とするのでは

なく、…監査事務所の規模、業務管理態勢及び被

監査会社のリスクの程度を踏まえた効果的・効率

的なモニタリングを通じて、監査事務所の監査の

品質管理を含む業務の適正な運営の確保を図る」

ものとし、「品質管理態勢が実効的なものとなっ

ているかを重視する」（審査会［2023a］２ページ）

というように、品質管理態勢がモニタリングの対

象の中心である。

　品質管理システムが適切に運営されているかど

うかは、個別監査業務において、個別の監査が監

図表２　審査会による審査、報告徴収及び検査のスキーム

（出所）審査会［2023b］33ページ
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査の基準に準拠して適切に管理され、職業的懐疑

心を発揮して実施されているかどうかに現れる。

したがって、個別監査業務の検証も検査の対象で

あり、どの程度の不備が識別されるかにより、品

質管理態勢の実効性が判明する。

　加えて、品質管理は、監査事務所の業務管理態

勢の中で運営されるので、業務管理態勢も対象と

なる。品質管理システムを構築し、運用の体制を

整える責任者は監査事務所の最高責任者である。

最高責任者のリーダーシップやガバナンスを含む

業務管理態勢は、品質管理が有効に機能するため

に決定的に重要であるため、報告徴収や検査にお

いて、重視している。

　検査においては、根本原因分析を重視している。

それは、不備発生の直接的原因のみを考慮して

個々の改善策を実施したとしても、その効果は一

時的なもので、再度同様の不備が発生することと

なるからである。また、例えば、個別の不備事項

に対応して安易にチェックリストの項目を追加す

るなどの対症療法的な改善策をとると、対応作業

がいたずらに増え、かえって監査業務の妨げとな

ることもあり得る。そこで、根本原因を究明して、

その原因を解消することが、監査の品質の確保・

向上には必要となる。

　以上のように、審査会はモニタリングにより、

公益の立場から、監査事務所の品質管理や協会の

品質管理レビューの実効性を促進し、監査の信頼

性を確保する制度を機能させる役割を果たしてい

る。

　以下では、審査会による報告徴収と検査の概要

及び実施状況について紹介する。

⑵　報告徴収
　監査事務所の規模は様々であり、資本市場に与

える影響の程度も異なる。そこで、審査会では、

監査事務所を大手監査法人、準大手監査法人及び

中小規模監査事務所に分け、モニタリングの頻度

等を決定している。

　大手監査法人は、上場国内会社を概ね100社以

上被監査会社として有し、かつ常勤の監査実施者

が1,000人以上いる監査法人である。有限責任あ

ずさ監査法人、有限責任監査法人トーマツ、EY

新日本有限責任監査法人及びPwC Japan有限責

任監査法人の４法人が該当する。準大手監査法人

は、大手監査法人に準ずる規模の監査法人であり、

仰星監査法人、三優監査法人、太陽有限責任監査

法人及び東陽監査法人の４法人が該当する。大手

監査法人及び準大手監査法人以外の監査事務所が

中小規模監査事務所である。

　審査会が実施する報告徴収には、①大手監査法

人及び準大手監査法人に対する報告徴収、②中小

規模監査事務所に対する報告徴収、③中小規模監

査事務所に対する検査結果通知後のフォローアッ

プとしての報告徴収、及び④特に早急な改善が必

要な監査事務所に対する報告徴収の四つの種類が

ある。

　①は、特に、業務管理態勢等に関する定量的・

定性的な情報を定時かつ継続的に把握・分析し、

その後実施する当該監査法人の検査に役立てる目

的で実施している。ここで入手した情報は、法人

間の比較分析や横断的な問題等の把握にも活用し

ている。大手監査法人に対しては、フォローアッ

プ検査（通常検査における指摘事項に対する改善

策の検証を中心に実施するもの）に代えて、報告

徴収の実施により、改善に向けた取り組みを確認

する場合がある。2022事務年度は、２法人につ

いて、フォローアップ検査に代えて報告徴収を実

施した。

　②は、品質管理レビューの結果を踏まえて報告

徴収の対象先を選定し、実施する報告徴収である。
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品質管理レビューでの指摘事項に関する改善の取

り組み、業務管理態勢や品質管理態勢の状況など

について情報を収集・分析し、適切な品質管理の

定着を促すことを目的としている。審査会が実施

できる検査の数には限りがあるため、この報告徴

収は重要と考えている。報告徴収の結果、重大な

問題の存在が疑われる監査事務所については、検

査における重要な参考情報となる。2022事務年

度は、55事務所に対して実施し、うち９事務所

について対面又はリモートでヒアリングも実施し

た。

　③は、検査の結果、監査事務所に通知した問題

点について、通知の一定期間後に、その対応状況

等を聞き、改善を促すことを目的としている。

2022事務年度は、通知後１年程度を経過した１

事務所に対して実施した。

　④は、検査の結果、業務運営が良好でなく、特

に早急に改善を要する必要があると認められた監

査事務所について、速やかな改善を促すことを目

的とし、検査結果の通知と同時に実施する。

2022事務年度は、５事務所に対して実施した。

⑶　検査
　審査会による監査事務所に対する検査は、品質

管理レビューの審査及び報告徴収の結果、公益又

は投資者保護のため必要かつ適当と認める場合に

実施される（公認会計士法第49条の３第２項）。

原則として検査官が監査事務所に赴き検査する

が、2020事務年度以降は、リモートでの検査手

法も活用している。検査対象となる個別監査業務

は、監査事務所の規模、基本計画の重点項目、及

び被監査会社のリスクの程度等を考慮して選定さ

れる。検査に従事する検査官の人数は、主任検査

官７人、検査官28人の計35人である。2023事務

年度に４名増員したので、2022事務年度までは

31人であった。

　大手監査法人は、会社数でいえば上場会社の

59.5%、時価総額でいえば90.1%を監査している。

資本市場に対する重要性を考えて、２年に１度、

通常検査を実施し、通常検査の翌年にフォローア

ップ検査又は報告徴収により、改善策の実施状況

の確認をしている。

　準大手監査法人は、会社数でいえば上場会社の

17.1%、時価総額でいえば5.9%を監査している。

検査の頻度は、従来、原則として３年に１度とし

ていた。しかし、徐々に上場会社監査に占める割

合を高めてきたこともあって、原則として２年に

１度とした。具体的には、すべての準大手監査法

人に対する検査を2023及び2024事務年度中に１

度実施し、その後の事務年度からは、各法人に対

する検査を原則として２年に１度の頻度で実施す

ることとなる。

　個人的意見であるが、準大手監査法人から大手

監査法人に比肩する監査法人が出てきてほしいと

いう思いがある。大手監査法人と同水準で監査の

品質を確保できる監査法人が出現すれば、被監査

会社にとって選択肢が広がる。監査法人間の競争

も促進され、資本市場の活性化にもつながるもの

と考えている。

　中小規模監査事務所は、品質管理レビューの結

果等を踏まえ、必要があると認める場合に検査し

ている。中小規模監査事務所の数は多いが、上場

会社の監査に占める割合は、会社数でいえば

23.4%、時価総額でいえば4.0%と限定的である

ため、このような取り扱いとなっている。しかし、

近年、徐々に中小規模監査事務所が監査する会社

数は増えてきているため、今後、モニタリングの

限られた資源を、より多く割り当てる方向で検討

している。

　検査の結果は、各監査事務所に検査結果通知書
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を交付することにより伝達する。検査結果通知書

の冒頭には、「特に留意すべき事項」の項目を設け、

総合評価を記載した上で、業務管理態勢、品質管

理態勢及び個別監査業務における不備の概要を記

載する。加えて、監査事務所が不備の根本原因を

究明し、本質的な対応を行うために参考となる、

検査を通じて把握した事項についても記載するよ

うにしている。

　総合評価は、審査会の審議によって決定される。

評価は、監査事務所の業務管理態勢、品質管理態

勢及び個別監査業務の状況の結果に基づき、次の

５段階に区分される。

　総合評価１「良好であると認められる」：業務

運営が良好と認められる場合。例えば、業務管理

態勢・品質管理態勢及び個別監査業務の状況に不

備がほとんど認められない場合。

　総合評価２「改善すべき点があるものの概ね良

好であると認められる」：改善すべき点はあるが、

業務運営が概ね良好と認められる場合。例えば、

業務管理態勢・品質管理態勢又は個別監査業務の

状況に不備が認められるものの、重要な問題はな

い場合。

　総合評価３「改善すべき重要な点があり良好で

あるとは認められない」：業務運営が良好である

とは認められない場合。例えば、業務管理態勢・

品質管理態勢又は個別監査業務の状況に改善すべ

き重要な問題がある場合。

　総合評価４「良好でないものと認められ、業務

管理態勢等を早急に改善する必要がある」：業務

運営が良好でないと認められ、特に早急な改善が

必要な場合。

　総合評価５「著しく不当なものと認められる」：

品質管理態勢及び個別監査業務の状況に重大な不

備が認められ、自主的な改善が見込まれない場合。

　総合評価４となった監査事務所については、検

査結果の通知と同時に報告徴収を行っている。ま

た、総合評価５となった監査事務所については、

原則として、金融庁長官に対し、行政処分その他

の措置をとるように勧告している。

　2022事務年度の検査件数は10件である。その

内訳は、大手監査法人２件、準大手監査法人２件、

中小規模監査事務所５件及び外国監査事務所等１

件であった。近年の検査件数を見ても、年間10

件程度である。検査件数が少ない理由の一つは、

検査期間中に、検査官と監査事務所側の経営陣や

品質管理担当者が、審査会等からのアドバイスも

考慮しつつ議論し、不備の根本原因を究明するこ

とに時間をかけているからである。

　図表３は、2016事務年度から2022事務年度ま

での、総合評価の結果である。その間に、大手監

図表３　2016～ 2022事務年度検査における総合評価の状況（事務所数）

（図表注） 2016事務年度から2022事務年度の間に通常検査に着手し終了した監査事務所。当該期間に通常検査を複数回実
施した監査事務所については、直近の検査結果のみを集計している。

（出所）審査会［2023b］46ページ

区分（総合評価） 大手
監査法人

準大手
監査法人

中小規模
監査事務所

良好であると認められる（総合評価：１） － － －
改善すべき点があるものの概ね良好であると認められる（総合評価：２） ４ － ３
改善すべき重要な点があり良好であるとは認められない（総合評価：３） － ４ ６
良好でないものと認められ、業務管理態勢等を早急に改善する必要がある（総合評価：４） － １ ８
著しく不当なものと認められる（総合評価：５） － － 10
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査法人及び準大手監査法人は、複数回検査を受け

ているが、図表３では直近の検査結果を示してい

る。個別監査業務の選定に当たってリスクベース

をとっていることもあってか、総合評価１を得た

監査事務所はまだ存在していない。また、中小規

模監査事務所については、品質管理レビューの結

果等を受けて、検査の必要性が高いと認められた

ところを対象としているためか、低い評価になる

場合が多い。

　検査結果通知書は、勧告の場合を除き、公表さ

れない。勧告の場合には、通知書の「特に留意す

べき事項」の部分が公表される。協会［2023c］（第

16項）では、監査事務所に、被監査会社の監査役、

監査等委員又は監査委員に対し、検査結果通知書

の内容及び対応状況を書面で伝達するように要求

している。審査会でも、監査人に対し、被監査会

社の監査役等に、「特に留意すべき事項」の内容

をそのまま伝達するように要請している。なお、

被監査会社が検査対象となった場合には、当該被

監査会社についての指摘の有無とその内容も伝え

ることになる。

　加えて、審査会の承諾が条件となるが、監査事

務所は、被監査会社の取締役、被監査会社の親会

社の監査役等及び取締役、そして潜在的な被監査

会社等に検査結果を開示することができる。

５．サステナビリティ情報開示への対応

　2023年１月、金融庁は「企業内容等の開示に

関する内閣府令」等の改正を公表した。この改正

により、2023年３月31日以後終了する事業年度

の有価証券報告書等において、「事業の状況」に「サ

ステナビリティに関する考え方及び取組」の記載

欄が新設された。この欄では、「ガバナンス」「戦

略」「リスク管理」「指標及び目標」の四つの構成

要素に従った記載が求められる。「ガバナンス」

と「リスク管理」の記載は必須であり、「戦略」

と「指標及び目標」は各社が「ガバナンス」と「リ

スク管理」の枠組みを通じて重要性を判断して記

載する。また、人的資本の開示として、「人材育

成方針」や「社内環境整備方針」及び当該方針に

関する指標の内容や当該指標による目標・実績の

開示が求められている。気候変動対応については、

各社が業態や経営環境等を踏まえ、重要であると

判断する場合に記載することとされた。

　「企業の概況」の「従業員の状況等」では、新

たに「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」

及び「男女間賃金格差」の開示が求められた。ま

た、「提出会社の状況」の「コーポレート・ガバ

ナンスの状況等」では、「取締役会等の活動状況」

等の開示が求められた。

　サステナビリティ情報の開示基準について、国

際的には、2023年６月、国際サステナビリティ

基準審議会（ISSB）がS1基準（IFRS S1号「サス

テナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的

要求事項」）及びS2基準（同2号「気候関連開示」）

を公表した。国内でも、サステナビリティ基準委

員会（SSBJ）がISSBのS1基準及びS2基準に相当

する基準の開発を開始しており、2024年３月末

までに公開草案を公表、2025年３月末までに確

定する予定である。

　サステナビリティ情報も情報の作成者による開

示であり、財務諸表等と同様、虚偽の情報が開示

されるおそれは存在する。したがって、情報開示

の定着とともに、その保証による情報の信頼性確

保が必要となると考えられる。

　すでに欧州では、上場企業等に対して企業サス

テナビリティ報告指令（CSRD）に基づく報告と

あわせて限定的保証を導入し、将来的には合理的

保証に移行するアプローチが提案されている。ま
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た、国際監査・保証基準審議会（IAASB）は、職

業会計士以外にも利用可能となるようにすること

を念頭に、サステナビリティ保証に特化した包括

的な保証基準（ISSA5000）を新たに開発し、

2024年９月の最終化を目指している。また、国

際会計士倫理基準審議会（IESBA）は、職業会計

士以外にも利用可能となるよう、既存の倫理規則

を基にしたサステナビリティ報告・保証に関する

倫理・独立性基準開発の作業を実施しており、

2024年１月に公開草案を公表した。

　開示される情報に対して信頼し得る保証を実施

することができるためには、情報の作成・開示基

準及びその保証基準が存在し、かつ保証を提供す

る能力のある保証業務の提供者が存在しなければ

ならない。また、情報作成者には、作成・開示に

係る内部統制を構築・運用することが求められる。

　現在は、情報の作成・開示基準及びその保証基

準が策定され始めた段階である。保証業務の提供

者という観点からみると、提供者に必要な専門的

知識や実務経験はまだ十分に明らかにされてはお

らず、どのような機関が提供者となるべきかはい

まだ明確でない。大手監査法人は、サステナビリ

ティ情報関連業務の推進部署を設置して情報収

集・分析を行い、法人内で職員の研修を行い、監

査法人自体又はグループ会社によりサステナビリ

ティ情報に関するアドバイザリー業務や保証業務

を行っている。しかし、審査会［2023b］（120

ページ）で紹介しているように、金融庁が日経

225企業のサステナビリティ情報に対する保証に

ついて行った調査（2022年６月時点）によると、

65%は保証が付されており、そのうち約半数は監

査法人や監査法人系の会社以外の保証機関という

状況である。

　サステナビリティ情報に関する内部統制の構築

もこれからの課題である。COSO［2023］（28

～ 29ページ）は、財務諸表等の財務報告とは異

なる三つの本質的特徴として「支配力対影響力」

「定量的対定性的」及び「過去対将来予測」を挙

げた。特に影響力に関していえば、提供する製品

やサービスのライフサイクル全体、例えば製造業

の場合、原材料の調達から製品の廃棄に至るまで

すべてを対象とする必要が生じる。財務諸表等の

場合、支配力が及ぶ範囲での統制を考えればよか

ったのであるが、サステナビリティ情報の場合、

その境界は曖昧であり、支配力を欠く場合にいか

に統制を構築できるのかが課題となる。定性的で、

将来予測に基づくところの多い情報にどう対応す

るのかもこれからの課題である。

６．おわりに

　資本市場における上場会社等による情報の開示

は、証券アナリストの方々を含む情報利用者の判

断に役立つことを目的とする。したがって、証券

アナリストとして、どのような情報が必要である

のかを発信していただくことは、非常に重要であ

る。

　監査人は、開示される財務諸表等について監査

を行い、財務諸表等が「すべての重要な点におい

て」適正に表示しているかどうかの意見を表明す

る。その際、何が重要か、重要性判断のための基

準は、情報利用者の意思決定に影響を与えるのか

どうかである。証券アナリストの方々には、どの

ような情報にどの程度の変化があれば判断材料と

なるのかを発信していただければ参考になる。

　第３章及び第４章では、公認会計士又は監査法

人による監査が監査の基準に準拠して実施され、

監査に対する信頼が確保されるための制度につい

て説明した。そして、審査会が制度を機能させる

役割を担っているとし、報告徴収及び検査の概要
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を紹介した。大手や準大手の監査法人であれば品

質管理を担う部門を独立に置き、中小規模監査事

務所でも、品質管理責任者を置くなどして、品質

管理システムを構築・運用している。そのため、

相当の時間と労力をかけている。品質管理レビュ

ーや審査会のモニタリングでも、相当の人数をか

け、品質管理態勢をチェックしている。情報を求

める際に、信頼性を確保するためのコストについ

ても考慮し、真に必要な情報を求めるようにして

いただければ幸いである。

　サステナビリティ情報の開示は始まったばかり

であるが、早晩、その信頼性を確保することが必

要となるであろう。信頼性を確保する適切な保証

が可能であるには、作成・開示基準及び保証基準

を策定した上で、適切な保証業務の提供者が存在

し、作成者側の体制も構築・運用されなければな

らない。加えて、保証業務の提供者の品質管理を

確かめるためのモニタリングが求められるように

なると考えられる。サステナビリティ情報の信頼

性の確保には、こうした制度の構築・運用が必要

であり、審査会が監査に関して担っているような

役割を担う機関が必要となることを指摘して、本

稿の結びとしたい（注２）。
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